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評議員選任候補者の推薦規程 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人小諸市社会福祉協議会定款第７条に基づき評議員選任

候補者の推薦について定めるものとする。 

 

（評議員） 

第２条 評議員選任候補者は、次に掲げる者のうちから、理事会が評議員選任・解任委員

会へ推薦する。 

（１）市議会議員 

（２）民生・児童委員 

（３）保護司 

（４）区長会地区会の代表者 

（５）障害者団体・家族会等に属する者 

（６）婦人会に属する者 

（７）商工関係者 

（８）ボランティア・NPO 活動をする者 

（９）医療・保健衛生関係者 

（１０）教育関係者 

（１１）その他 

２ 評議員選任候補者の推薦母体は別に定めるものとする。 

３ 評議員として選出された者は、就任承諾書を会長に提出するものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成８年４月１日から施行する。ただし、（定数並びに評議員の選出母体）

の改正については、平成９年４月１日より適用する。 

２ この規程は、平成１５年１月２９日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１６年９月２９日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１９年１月２４日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年１月３１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１から施行する。 


